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情報通信行政・郵政行政審議会 

電気通信事業部会（第１５２回）議事録 

 

第１ 開催日時及び場所 

令和７年１月２９日（水）１０時０２分～１１時２２分 

   Ｗｅｂ審議による開催 

 

第２ 出席者 

（１）委員（敬称略） 

山下 東子（部会長）、大谷 和子（部会長代理）、相田 仁、西村 暢史、 

西村 真由美、藤井 威生、三友 仁志、森 亮二 

（以上８名） 

 

（２）総務省 

湯本総合通信基盤局長、大村総合通信基盤局電気通信事業部長、 

五十嵐電気通信技術システム課長、柴田電気通信技術システム課企画官、 

吉田電気通信技術システム課課長補佐、 

大塚安全・信頼性対策課長、野田安全信頼性対策課課長補佐、 

堀内基盤整備促進課長、大堀基盤整備促進課企画官、 

望月基盤整備促進課課長補佐 

 

 

（３）審議会事務局 

坂平情報流通行政局総務課課長補佐 

 

第３ 議題 

（１）答申事項 

ア 事業用電気通信設備規則の一部を改正する省令案について【諮問第３１８

９号】 

イ 第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算
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定等規則案等について【諮問第３１９０号】 

（２）諮問事項 

ア 電気通信事業法第 108条第１項の規定による第一種適格電気通信事業者の

指定及び同法第 110条の３第１項の規定による第二種適格電気通信事業者の

指定について【諮問第３１９３号】 

イ 基礎的電気通信役務支援業務規程の変更の認可について【諮問第３１９４

号】 

ウ 事業用電気通信設備規則及び端末設備等規則等の一部改正について【諮問第

３１９５号】 
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開  会 

 

○坂平情報流通行政局総務課課長補佐  委員の皆様、おはようございます。事務局の坂

平です。 

 本日は、お忙しい中、御出席いただきまして誠にありがとうございます。本日は出席

委員の予定は９名ですが、今１名遅れておりまして、現時点で８名の参加ということに

なっておりますが、定足数は満たしておりますので、定刻にもなりましたので、電気通

信事業部会の第１５２回を開催したいと思います。 

 恐れ入りますが、山下部会長におかれましては、議事の進行をよろしくお願いいたし

ます。 

○山下部会長  皆さん、おはようございます。 

 ただいまから、情報通信行政・郵政行政審議会電気通信事業部会第１５２回を開催い

たします。 

 本日は、Ｗｅｂ会議を開催しており、委員９名のうち、現在のところ８名が出席され

ておりますので、定足数を満たしております。Ｗｅｂ会議となりますので、皆様、御発

言の際は、マイク及びカメラをオンにして、お名前をおっしゃっていただいてから御発

言をお願いいたします。 

 また、傍聴につきましては、Ｗｅｂ会議システムによる音声のみでの傍聴とさせてい

ただきます。 

 お手元の議事次第に従いまして、議事を進めてまいります。 

 本日は答申事項２件、諮問事項３件でございます。長丁場になるかと存じますが、よ

ろしくお付き合いくださいませ。 

 

議  題 

 

（１）答申事項 

ア 事業用電気通信設備規則の一部を改正する省令案について【諮問第３１８９号】 

 

○山下部会長  初めに、諮問第３１８９号、事業用電気通信設備規則の一部を改正する

省令案について審議いたします。 
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 本件は、昨年１１月２０日水曜日開催の当部会において、総務大臣から諮問を受けて

審議を行い、１１月２１日木曜日から１２月２０日金曜日までの間、総務省において意

見募集を実施しました。 

 それでは、総務省から説明をお願いいたします。 

○野田安全・信頼性対策課課長補佐  皆様、おはようございます。総合通信基盤局安

全・信頼性対策課、野田と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

 それでは、お手元の資料に沿って御説明をさせていただきます。 

 初めに、事業用電気通信設備規則の一部を改正する省令案、資料１５２－１について

御説明いたします。資料の７ページ目をお開きください。概要資料の３ポツ目でござい

ます。 

 能登半島地震による通信サービスの被害状況や復旧の取組などを踏まえまして、情報

通信審議会ＩＰネットワーク設備委員会で、大規模災害発生時における通信サービスの

維持・早期復旧のために今後取り組むべき対応の方向性について審議を実施したところ

でございます。昨年１１月１２日に基地局などのさらなる強靱化や応急復旧体制の強化

に取り組むべきなどの答申をいただきまして、これを踏まえて所要の規定の整備を実施

するものでございます。 

 次、８ページ目を御覧ください。諮問事項の事業用電気通信設備規則の一部改正でご

ざいます。 

 簡単に申しますと、災害対策基本法で「市」と同等とみなされております東京都の特

別区がございますけれども、こちらは、ほかの市町村と同様に災害対策活動の拠点とな

りますけれども、特別区の区役所をカバーする基地局などの停電対策などについては、

現時点で規律が存在しなかったところでございます。このため、東京都の特別区の区役

所をカバーする携帯電話基地局などについて、都道府県庁や市町村役場などと同等の停

電対策及び伝送路冗長化対策を求めるというものでございます。 

 下の赤い囲みでございますけれども、現在、こちらの省令には、「都道府県庁、市役

所又は町村役場の用に供する主たる庁舎」というものの定義として「都道府県庁等」と

いう言葉がありますけれども、こちらに特別区の区役所を追加しまして、それによっ

て、市町村と並びで区も、停電対策の実施ですとか予備の電気通信回線を設置すると

いった規律がかけられるというものでございます。 

 赤枠の下のところでございますが、この省令の改正によって、別に情報通信ネット
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ワーク安全・信頼性基準という告示がございますけれども、こちらもこの省令の定義を

引っ張って「都道府県庁等」という記載がございますけれども、こちらもこの省令の改

正の効果によって、特別区の区役所が告示においても追加されるというものでございま

す。 

 次の９ページを御覧ください。ただいまの、諮問対象外ではございますけれども、そ

の告示について簡単に触れさせて 

いただきます。 

 こちらの告示を改正することによって、これまで離島の市区町村をカバーする携帯電

話基地局などについて規律があったんですけれども、同じように半島地域を追加する

と。また、これまで、国の行政機関や国の地方行政機関には規律がなかったんですけれ

ども、これについても追加することによって、国の行政機関、国の地方行政機関につい

ても、７２時間の停電対策を推奨するという規定が追加されることとなります。 

 またその下、応急復旧機材の展開に関する計画の策定ですとか、被災した施設の復旧

に当たっての優先度を含めて、復旧活動の調整方法についての検討というものについて

も、この告示の中で規定したいと考えております。 

 １０ページ目を御覧ください。スケジュールでございます。先ほど触れられましたと

おり、昨年１１月２０日に諮問をさせていただき、その後、総務省において、諮問対象

の省令と諮問対象外の告示を併せましてパブリックコメントを実施させていただき、本

日、電気通信事業部会の御答申をいただきたいと考えてございます。 

 今申し上げたパブリックコメントについて触れさせていただきます。戻って大変恐縮

なんですけれども、２ページ目を御覧ください。パブコメにつきましては、意見を４件

いただいております。うち１件は事業者さん、楽天モバイルさんからいただいておりま

す。残りの３件については個人の方から頂戴した意見となります。 

 ３ページ目を御覧ください。意見が４件提出されましたけれども、先に申し上げます

と、いずれも今回の省令の改正について触れられた意見ではございませんでしたので、

いずれも意見募集の対象外ではございますけれども、そのうち２件については、一部参

考となる事項もありましたので、参考にさせていただくというような回答とさせていた

だいております。 

 詳細を申し上げます。１番目、楽天モバイルさんの意見でございます。意見の概要で

すけれども、事業者がネットワークに対して投資できる予算は限られていると。５Ｇ回
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線を含むネットワークの稠密化・高度化などの投資については事業者の自助努力や事業

者間の競争の中で実現されるべきであるが、災害等の有事に備えた対応にこれまでの枠

組みで取り組むのは困難ですと。そのために、強靱化等のための投資については、国に

よる積極的な資金援助等を強く要望するというものでございます。 

 これに対する総務省の考え方でございますけれども、先ほど申し上げましたとおり、

本件は省令についての意見募集を実施するものであることから、いただいた意見は対象

外であるということで、今後の参考とさせていただきますと。 

 その下、なお書きとしましては、設備規則や安全・信頼性基準において、電気通信設

備に対する停電や大規模災害への対策について、事業者が取るべき義務や努力義務が規

定されています。事業者においてはこういった規定を踏まえて、都道府県庁等の重要な

施設をカバーする基地局の強靱化等の取組を進めることが求められるところです。他方

で、こうした取組は電気通信事業者の収益の増加や費用の削減につながらず、むしろ県

庁等をはじめとする災害対応機関等の活動に資するものであることなどを踏まえまし

て、今般、総務省では、携帯電話基地局の強靱化に対する補助ですとか応急復旧機材の

整備に対する補助を、令和７年度当初予算案や令和６年度補正予算に盛り込んだところ

ですというふうに結ばせていただいております。 

 続いて、２番の意見、個人の方からの意見でございます。楽天モバイルに付与されて

いるプラチナバンドが他社に比べて極端に狭いと。災害時の通信格差を是正すべきだと

いう御意見でございます。これに対する考え方でございますけれども、本件は省令の一

部を改正するものについて意見募集を実施するものであるところ、いただいた御意見は

意見募集の対象外であることから、今後の参考とさせていただくというふうに結んでお

ります。 

 ３番と４番の御意見については、本件と全く関係のない意見でございましたので、考

え方としまして、省令案についての意見募集を実施するものであるので、いただいた御

意見は本意見募集の対象外ですというところでとどめております。 

 以上が、パブコメに寄せられた意見及び考え方でございます。 

 以上を踏まえまして、１ページ目の答申書（案）を御覧ください。案でございますけ

れども、記書きの１番のとおり、事業用電気通信設備規則の一部の改正については、諮

問のとおり改正することが適当と認められると。また２番として、本件について総務省

が実施した意見募集に関し、提出された意見に対する別添の総務省の考え方については
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適当と認められるというふうに結ばせていただいてございます。 

 行ったり来たりで大変恐縮ですけれども、１０ページ目にお戻りください。本日の答

申を今申し上げたとおりいただけましたなら、今後は、年度内、なるべく２月中に、速

やかに省令・告示の改正作業を実施したいと考えてございます。 

 以上で本件の御説明を終了します。どうぞ御審議のほどよろしくお願いいたします。 

○山下部会長  ありがとうございました。 

 ただいまの説明について、御意見、御質問がございましたら、チャット機能にてお申

し出ください。いかがでしょうか。 

 それでは、特に御意見はございませんようですので、諮問第３１８９号については、

お手元の答申案のとおり答申したいと思いますが、いかがでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

○山下部会長  ありがとうございます。それでは、案のとおり答申することといたしま

す。 

 

イ 第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等

規則案等について【諮問第３１９０号】 

 

○山下部会長  続きまして、諮問第３１９０号、第二号基礎的電気通信役務の提供に係

る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則案等について審議いたします。 

 本件は、昨年１２月１１日水曜日開催の当部会において、総務大臣から諮問を受けて

審議を行い、令和６年１２月１２日木曜日から、令和７年１月１５日水曜日までの間、

総務省において意見募集を実施しました。 

 それらの結果を踏まえ、ユニバーサルサービス委員会において調査・検討を行ってい

ただきました。本日は、ユニバーサルサービス委員会の関口主査より、委員会での検討

結果について御報告いただきます。 

 それでは、関口主査、よろしくお願いいたします。 

○関口ユニバーサルサービス委員会主査  ユニバーサルサービス委員会主査の関口でご

ざいます。 

 諮問第３１９０号の第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種

負担金算定等規則案等について、ユニバーサルサービス委員会における調査・検討の結
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果を御報告申し上げます。 

 ただいま御説明がございましたように、昨年１２月１１日の第１５０回電気通信事業

部会での御審議の翌日、１２月１２日から１月１５日まで３５日間の意見募集を行い、

法人、団体から７件の御意見を頂戴いたしました。このうち諮問事項に関するものは３

件でございました。これらに対する考え方と省令案の修正について、先週２３日に開催

いたしましたユニバーサルサービス委員会において検討を行い、委員会としての考え方

を報告書として整理いたしました。お手元の資料１５２－２の１ページ目に報告書がご

ざいます。 

 この報告書、１では、諮問事項について寄せられた御意見に対する考え方については、

別紙１で適当である旨整理いたしました。報告書の２では、これらの御意見を踏まえて、

省令案を一部修正するとともに、必要な技術的修正も加えた上で、本日の会議資料の１

６ページ以降にございます別紙２、それから、９４ページ以降にございます別紙３のと

おりで、修正省令案は適当である旨整理をいたしました。 

 以上、御報告を申し上げます。資料の詳細につきましては、事務局から説明させてい

ただきます。 

○大堀基盤整備促進課企画官  総務省基盤整備促進課の大堀でございます。今、関口主

査から御説明がございました資料１５２－２の別紙１と別紙２、３について御説明申し

上げます。 

 まず、２ページ目、横置きにして右上に別紙１と書かれた資料を御覧ください。３５

日間のパブリックコメントで寄せられた７件の御意見のうち、右側に記載しております

必要的諮問事項以外の御意見については総務省において回答いたしますので、本日は、

左側の必要的諮問事項としてお諮りした新規省令案などに関する御意見について、御説

明申し上げます。 

 ２枚おめくりいただきまして、右下に四角囲みで３と書かれているページ、右下３

ページ目と呼ばせていただきますが、こちらを御覧ください。御覧いただいている表の

左側に今回頂戴しました御意見をそのまま引用し、便宜通し番号を（意見１）、（意見

２）のように振りました。それぞれに対応して、右側にはその御意見に対する考え方を

記載しております。 

 まず、省令案の修正につながる御意見について御説明します。右下４ページ目を御覧

ください。（意見６）及び（意見７）は、未整備地域と公設地域の施行規則上の根拠条
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文が逆になっていることを御指摘いただいたものになります。そのとおりでございます

ので、右側に記載のとおり、黄緑色の部分と青色の部分を入れ替える等の修正をさせて

いただきたいと思います。 

 次に、右下６ページ目を御覧ください。（意見１１）は、自治体所有の光ファイバを

譲り受ける予定日が年度途中で変更になった場合に、その変更先の日程が原価算定の２

年後であり、その前に、毎年８月に行われる予定の原価届出があるような場合の整理が

必要だとする御意見であります。これについては御指摘のとおりですので、条文を修正

し、右下７ページ目の冒頭の下線部にありますとおり、「又はその翌事業年度」との文

言を追加するとともに、但し書きで、毎年８月の原価届出が間に合うのであれば、その

届出に依拠して譲受け後の第二種交付金の額を算定する旨、明記させていただきたいと

思います。 

 次に、（意見１２）は、今回改正する報告規則に基づき事業者に御報告いただく内容

には、Ｌ２接続によるものも含まれているはずであり、卸に限定した原案を修正すべき

との御意見であり、こちらも御指摘のとおりでございます。右側の下線部にありますと

おり、原案で「卸電気通信役務の回線数」と特定していた文言を削除し、「一次ＭＶＮ

Ｏに提供する回線数」として、卸に限定しない書きぶりに修正することとさせていただ

きたいと思います。 

 以上が修正につながる御意見でございました。 

 これ以外は、御賛同の御意見や、その他貴重な御見解や御懸念の表明、あるいは、今

後の制度見直しや運用の際の重要な視点を御提供いただいたものなどでありまして、総

務省においてそれぞれ参考とする旨、まとめてございます。これらの具体的な御意見の

内容と、それらに対する個別の考え方につきましては、記載のとおりとなります。 

 続いて、先ほど関口主査から御紹介いただきました修正後の省令案になります。お手

元の資料、縦置き中央下１６ページ目から、別紙２といたしまして、今回、諮問時に提

示しパブリックコメントに付した新規省令案に対して、赤字の見え消し修正を加えたも

のを付けてございます。同様に、縦置き中央下９４ページ目から、別紙３といたしまし

て、一部改正省令案に対して赤字の見え消し修正を加えたものを続けさせていただいて

おります。なお、これらにつきましては、パブリックコメント開始以降に事務局で行っ

てきた修辞上の修正も盛り込ませていただいておりますことを申し添えます。 

 事務局からの説明は以上になります。御審議のほどよろしくお願いいたします。 
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○山下部会長  ありがとうございました。 

 それでは、ただいまの説明につきまして、御意見、御質問などございましたら、

チャット機能にてお知らせください。いかがでしょうか。 

 私の感想めいたことを申しますと、このようにパブリックコメントを行うことによっ

て、もちろん重大な修正でもございますけれども、修正の事項が生じるということは、

今後の透明性、あるいは正確性のために非常に意義のあることだったんだなと思いまし

た。見つけてくださった方々にも感謝を申し上げたいと思います。 

 三友委員、お願いいたします。 

○三友委員  三友です。今、部会長がおっしゃったとおりでありまして、今回のパブコ

メでは、見落としがちなところだった点も含め、重要な御指摘もいただきまして、非常

に前向きといいますか、建設的な御意見をいただいたのではないかと思います。このブ

ロードバンドユニバに関する議論に関しまして、私も参加しておりましたけれども、非

常に長く、かつ細かい点まで検討いただきまして、そして、こうして形になったわけで

す。その間の努力を皆さんが感じて、認めていただいたのではないかなと思っておりま

す。 

 今後、実際にこの制度が施行されていくことになりますが、ブロードバンドに関しま

しては技術が固定的なものではございませんので、その意味では、技術の変化、あるい

は様々な状況の変化に応じて、柔軟に見直すということもあろうかと思います。ひとま

ずこのような形でまとまりましたことに関しましては、関係の皆様の御尽力に感謝した

いと思います。 

 私からは以上です。 

○山下部会長  ありがとうございます。 

 では、事務局から何かお返事などございますでしょうか。 

○大堀基盤整備促進課企画官  三友先生、ありがとうございます。引き続き、よりよい

制度になっていくように議論を継続させていただきたいと思っております。ありがとう

ございます。 

○山下部会長  ありがとうございました。 

 それでは、諮問第３１９０号につきましては、お手元の答申案のとおり答申したいと

思いますが、いかがでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 
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○山下部会長  ありがとうございます。それでは、案のとおり答申することといたしま

す。 

 

（２）諮問事項 

ア 電気通信事業法第１０８条第１項の規定による第一種適格電気通信事業者の指

定及び同法第１１０条の３第１項の規定による第二種適格電気通信事業者の指定

について【諮問第３１９３号】 

 

○山下部会長  続きまして、諮問事項に移ります。諮問第３１９３号、電気通信事業法

第１０８条第１項の規定による第一種適格電気通信事業者の指定及び同法第１１０条の

３第１項の規定による第二種適格電気通信事業者の指定について、総務省から説明をお

願いいたします。 

○大堀基盤整備促進課企画官  総務省基盤整備促進課の大堀でございます。諮問第３１

９３号について御説明申し上げます。資料１５２－３を御覧ください。 

 まず、１ページ目、諮問書でございます。この諮問は、２つの事業者の指定について

お諮りするものでございます。電気通信事業法上、適格電気通信事業者と呼ばれるもの

には２種類ございます。いわゆる電話のユニバーサルサービスに関わるものと、ブロー

ドバンドサービスのユニバーサルサービスに関わるものです。前者の電話ユニバに関す

るものが第一種と呼ばれ、後者のＢＢユニバに関するものが第二種と呼ばれます。今般、

第一種については対象役務の追加の申請が、第二種については新規の事業者の申請がそ

れぞれ出てまいりました。事務局でそれぞれの申請を審査しました結果、基準を満たし

ていることから、総務大臣の指定を行いたいと考えておりますので、このことについて、

電気通信事業法第１６９条第１号を根拠として諮問するものになります。 

 次のページから、それぞれの申請とその審査の概要などを御説明申し上げます。２

ページ目、申請概要と書かれた資料を御覧ください。まず、電話ユニバの第一種適格電

気通信事業者の指定の申請について御説明申し上げます。 

 こちらは、既にＮＴＴ東日本及びＮＴＴ西日本が適格事業者に指定されておりますが、

今般、御覧のページの一番下、なお書きの部分にありますとおり、新たに昨年４月から

ワイヤレス固定電話サービスを始めたので、これを含めた形で第一種適格電気通信事業

者に指定してほしいと申請があったものになります。このような形で指定した場合には、
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早ければ今年の秋の情郵審にお諮りする電話ユニバの交付金の算定から、ワイヤレス固

定電話を含めた形で原価を計算することになります。 

 そこで、指定の基準でございます。３ページ目を御覧ください。指定の基準は３つご

ざいます。 

 １つ目として、（１）電話ユニバの収支状況を公表している必要がございます。ＮＴ

Ｔ東西ともに公表していることを確認しております。 

 次に、４ページ目を御覧ください。２つ目として、（２）ア、ＮＴＴ東西の業務区域、

すなわち４７都道府県において、加入電話等のサービスを提供することが可能な世帯数

が１００％であることになります。これも基準を満たしております。 

 最後に３つ目として、イ、第一種公衆電話機について、総務省の基準に基づき設置さ

れ、かつ都道府県ごとの設置台数が平成１７年総務省告示で定める台数基準を満たして

いる必要があり、これも次のページの５ページ目の表のとおり、満たしているところで

ございます。 

 よって、事務局としては、ＮＴＴ東西をその申請のとおり指定してよろしいのではな

いかと考えます。 

 次に、６ページ目、ＢＢユニバの第二種適格電気通信事業者の指定の申請について御

説明申し上げます。こちらは、今回新規にＮＴＴ東西と株式会社ＺＴＶの３事業者が第

二種適格電気通信事業者に指定してほしいと申請をしてきたものになります。 

 指定の基準は、中ほど４番目から始まる部分に記載のあるとおりでございまして、３

つございます。 

 １つ目としまして、（１）ＢＢユニバの収支表を公表していること。３社ともに公表

していることを確認しております。 

 次に、７ページ目を御覧ください。２つ目、（２）各社の業務範囲に特別支援区域が

含まれている場合には、担当支援区域に指定されておらずとも、まずは全ての特別支援

区域について、特別支援区域整備役務提供計画書を作成し、公表している必要がござい

ます。こちらも、ホームページ上で各社ともにこの計画書を公表していることを確認し

ております。 

 最後に、３つ目としまして、申請各社の業務範囲に、まだ誰も担当支援区域としてい

ない区域が含まれ、かつ一般支援区域では世帯カバー率５０％を超え、特別支援区域で

は世帯カバー率１０％を超えている町字が１つでも存在している必要がございます。こ
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ちらについても、３社とも基準を満たしているということを確認しております。 

 なお、御参考ではございますが、今回、第二種適格電気通信事業者に指定することに

ついて御答申をいただいた場合に、それぞれの事業者に同時に受け持っていただく支援

区域、担当支援区域と呼んでおりますが、これを指定することになります。それは事業

者の業務展開エリアに鑑みて半自動的に決まってまいりますので、必要的諮問事項とは

なっておりませんけれども、今回、参考資料という形で、お手元資料の１３ページ目以

降に参考資料２－１、参考資料２－２として添付をさせていただいております。 

 最後に、今後のスケジュール感を御説明させていただきたく、１２ページ目を御覧く

ださい。本日１月２９日に諮問させていただき、任意のパブリックコメントで寄せられ

た御意見を踏まえた再度の御審議をいただいた上で、３月中に適格電気通信事業者の指

定について御答申をいただくことを希望いたします。 

 その後でございますが、想定ですが、ＢＢユニバの第二種適格電気通信事業者の指定

については、３月末までに実施することを考えております。一方で、電話ユニバの第一

種適格電気通信事業者の指定については、先ほど、１つ前の議題で御答申いただきまし

た改正省令案の中に、内容変更は含まないのですが、電話ユニバ制度についての関連規

定の整備のための規定が含まれておりまして、この施行を４月１日としておりますこと

から、４月１日以降に、その改正後の規定を根拠に実施したいと思っております。 

 事務局からの説明は以上になります。御審議のほどよろしくお願いいたします。 

○山下部会長  ありがとうございました。 

 ただいまの説明につきまして、御意見、御質問がございましたら、チャット機能にて

お申し出ください。いかがでしょうか。 

 大谷部会長代理、お願いいたします。 

○大谷部会長代理  大谷でございます。事務局におかれましては、非常に大部の資料、

特に公開されている会計関係の情報なども含めて御確認いただきまして、この御努力に

感謝申し上げたいと思います。 

 第二種適格電気通信事業者の担当支援区域のリスト案についても確認をさせていただ

いて、知っている地名ですとか、それから、地域のバランスなど、改めて確認させてい

ただいたところ、非常に細かいことで恐縮ですが、全体にＫＥＹＣＯＤＥというのが付

されておりまして、このＫＥＹＣＯＤＥというのは事業者がそれぞれに付しているコー

ドなのか、それとも、全体の事務を統括する中で付与している記号なのか、その付け方
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などのルールについて教えていただければと思っております。 

 今後もこういったＫＥＹＣＯＤＥを中心に、その更新の状況ですとか異動の状況など

を確認することと思っております。できるだけ簡素にと言っても難しいと思いますけれ

ども、今後の事務を効率的に進めるために、こういったコード類をどういうふうに扱っ

ていくのかに関心がございまして、お尋ねする次第です。よろしくお願いいたします。 

○山下部会長  ありがとうございます。それでは、総務省のほうからお願いいたします。 

○大堀基盤整備促進課企画官  大谷先生、御質問ありがとうございます。端的に申し上

げますと、直近の国勢調査で用いたコードがＫＥＹＣＯＤＥになりますので、今回は令

和２年国勢調査になります。ただ、令和７年、今年、国勢調査があると承知しておりま

すので、その結果が出た暁には、またこのＫＥＹＣＯＤＥは変わってくるものと考えて

おります。 

 ただし、このＫＥＹＣＯＤＥ、いつもいつも変わってしまうわけにまいりません。で

すので、毎年６月末までに出していただくこととしていた回線規模報告、今回の省令改

正案について先ほど御答申いただきましたので、省令改正後は８月末までに各事業者に

出していただくことになりますその回線規模報告を提出していただく前の段階で、我々

総務省のホームページに全２３万町字のそれぞれの名前とＫＥＹＣＯＤＥを付したもの

を公表しまして、それに基づいて事業者が回線規模を報告していただくことになります。

ＫＥＹＣＯＤＥ自体は国勢調査に基づくものであり、かつ事業者と我々総務省とで一致

して利用するものになっているということになります。 

 以上になります。 

○大谷部会長代理  御説明ありがとうございました。国勢調査のコードということで、

今後変わっていくものの、その異動の状況については事業者も含めて公表して、一貫性

というか、漏れのないように管理されていくということにつきまして、理解した次第で

す。回線規模報告を受ける上で必要なものですので、これが変わらずにいくということ

も、国土の在り方が変わっていく中で難しいとは思いますけれども、コードの管理方法

などについても何か工夫ができないかということを私自身の課題としても感じながら、

今後の施策について引き続き検討させていただきたいと思います。ありがとうございま

した。 

○山下部会長  ありがとうございました。 

 今、西村真由美委員と三友委員から挙手いただいていますので、先に西村委員、お願
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いいたします。 

○西村（真）委員  全相協の西村です。ＢＢユニバについては、どのように実現するの

か非常に楽しみに思っておりまして、だんだん様子が分かってきて、何というか、とて

も期待しているところです。ＢＢユニバは、結局ＮＴＴ東西さんが担われるのかなと素

人考えで思っていたんですが、ＺＴＶさんが適格事業者として名のりを上げてくださっ

たというので、こういう形でいろんな地域密着の事業者さんが参加されるというのも、

大変いいことかなと思っています。 

 あと、ちょっと細かい質問で恐縮なんですが、ＺＴＶとＮＴＴ西の担当区域分けとい

うのは、一応お示しはされていますが、何か区分に当たってお考えになった基準とかが

あれば、お教えいただきたいと思います。 

 以上です。 

○山下部会長  ありがとうございました。それでは、三友委員から先にお話をいただい

て、まとめてお答えいただければと思います。それでよろしゅうございますでしょうか。 

○三友委員  はい、分かりました。今、西村委員がおっしゃったように、ケーブルテレ

ビ会社も手を挙げていただいたということで、そういう意味では、地域のサービスを地

域の事業者が提供するという側面も残されているのかと思います。 

 ただ、より多くの事業者が手を挙げるような形になればいいなとは個人的には思いま

す。今回のこの制度は、もちろんこれでもう形ができているので、これでいいと思うん

ですけれども、今後のことを考えたときに、やはり規制の手間といいますか、一般的に

言う規制のコストというものも考えていかなければいけないのだろうと思います。 

 ２３万町字という非常に細かい区分で、今回、区域分けができているわけですけれど

も、この数を残すか残さないかというのも、今後の一つの課題だと思います。将来的に

は、もう少し大まかな単位でくくっていくとか、あるいは、集計においてはＡＩのよう

なものを活用していくとか、何らかの形で規制のコストを下げていかないと、これは大

変だと思うんですね。毎回この集計をするとなると、事業者は、それぞれ各地域を都度

調べなきゃいけないということになりますが、これは非常に大変であると感じるわけで

す。もちろん今回のこの制度については特に何も申しませんけれども、将来の方向とし

て、いわゆる規制のコストを下げていくような方向性も、ぜひ考慮していただければと

思います。 

 私からの意見は以上でございます。 
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○山下部会長  ありがとうございました。 

 それでは、貴重な御意見と、それから、御質問も西村真由美委員からいただいていま

すので、事務局のほうからお答えをお願いいたします。 

○大堀基盤整備促進課企画官  御質問等ありがとうございます。 

 まず、西村先生の御質問でございます。特別支援区域というものがございまして、特

に不採算なエリアとなっております。なかなか事業者が整備をしづらい赤字区域という

ことになっておりますので、そのような中で、業務展開エリアが重複するということは

ほとんどないのではないかと思っておりますが、ＮＴＴ西日本、ＺＴＶの区分けを我々

が恣意的に何かをしたというよりは、半自動的に決まってきたというところになってお

ります。 

 今後の方針といたしましても、同一の支援区域で業務を展開している複数の事業者が

同時に第二種適格電気通信事業者の申請をしてきた場合には、世帯カバー率のより大き

い事業者のほうを選ぶなど、よく状況を精査した上で、総務大臣の指定をしてまいりた

いと考えているところでございます。 

 ２点目、三友先生の御意見でございます。先ほども御回答申し上げましたとおり、情

報通信審議会やコスト算定等研究会等々を通じまして、我々も引き続き行政コスト、規

制コストを下げる努力といったものも考えていかないといけない。そういったことも含

めて、よりよい制度になるように引き続き議論を積み上げていきたいと思っているとこ

ろでございます。引き続きよろしくお願いいたします。 

 以上です。 

○山下部会長  ありがとうございました。 

いろいろと質問、御意見、ありがとうございました。 

 それでは、本件につきましては、総務省において諮問された内容を報道発表するほか、

インターネット等に掲載するなどして公告し、広く意見の募集を行うことといたします。 

 意見募集の期間は１月３０日木曜日から２月２８日金曜日までといたしますが、よろ

しゅうございますでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

○山下部会長  ありがとうございます。それでは、その旨決定することといたします。 

 

イ 基礎的電気通信役務支援業務規程の変更の認可について【諮問第３１９４号】 
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○山下部会長  続きまして、諮問３１９４号、基礎的電気通信役務支援業務規程の変更

の認可について、総務省から説明をお願いいたします。 

○望月基盤整備促進課課長補佐  引き続き、総務省総合通信基盤局基盤整備促進課から、

諮問第３１９４号について御説明申し上げます。資料１５２－４を御覧ください。本件

は、基礎的電気通信役務支援業務規程の変更の認可についての諮問でございまして、主

にブロードバンドのユニバーサルサービスに関する内容となります。 

 １枚おめくりいただきまして、１ページ目の諮問書を御覧ください。電気通信事業法

上、ユニバーサルサービスの交付金は、電話につきましてもブロードバンドにつきまし

ても、総務大臣が指定いたします基礎的電気通信役務支援機関がその額を算定し、総務

大臣の認可を受けることとされております。この支援機関は、交付金の交付のほか、負

担金の徴収などの支援業務を行うこととされておりまして、また、この支援業務の実施

に当たりましては支援業務規程を定め、総務大臣の認可を受けなければならないことと

されております。 

 今般、支援機関として指定されております一般社団法人電気通信事業者協会から、令

和７年１月２１日付で、この支援業務規程の変更について認可の申請がございまして、

事務局でこれを審査したところ、法令の規定に適合しているものと認められますことか

ら、総務大臣の認可をしたいと考えておりますので、このことについて、電気通信事業

法第１６９条第１号の規定により諮問をさせていただくというものになります。 

 次のページから申請の概要と、その審査の概要などを御説明申し上げます。１枚おめ

くりいただいて、２ページ目の申請の概要を御覧いただければと思います。１、２、３

とある３の下、上下の真ん中あたりにございます鍵括弧の主な変更内容を御覧いただけ

ればと思います。 

 今般の変更の認可申請は、主に令和５年６月１６日に施行されました電気通信事業法

の一部を改正する法律によりまして、支援機関の支援業務として、電話のユニバーサル

サービスに関する業務に加えましてブロードバンドのユニバーサルサービスに関する業

務が追加されたことを受けた内容になります。具体的には、今後、ブロードバンドのユ

ニバーサルサービスに係る支援業務を開始するため、支援機関の業務としてこれを追加

するとともに、ブロードバンドのユニバーサルサービスに関する事務を行う室、室長を

設置し、専任の職員を配置するというものになってございます。 
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 また、支援機関に置かれる支援業務諮問委員会の審議事項に、このブロードバンドの

ユニバーサルサービスに関する事項を追加する、また、支援機関の経理を電話のユニ

バーサルサービスとブロードバンドのユニバーサルサービスで区分をするといった規定

を追加するものとなります。 

 このほか、電話のユニバーサルサービスに関する省令の改正に伴う規定の整備ですと

か、デジタル化対応を踏まえまして、書類の事務所への備え置き規定の削除、こういっ

たものを行うものとなってございます。 

 具体的な変更の箇所は、６ページから１７ページまでに新旧対照表の形で掲載してお

ります。具体の説明は割愛させていただきますが、こちらを御覧いただければと思いま

す。 

 なお、先ほど申し上げました諮問第３１９０号、御答申いただけることになりました

ブロードバンドのユニバーサルサービスの交付金の算定方法等を定める省令が施行され

る後になりますと、詳細な規定が明確化されますので、支援機関においては、今回の変

更に加えまして、さらに交付金の算定方法等の具体的な規定を支援業務規程に追加する

ために、変更の認可申請を新年度に改めて行う予定でもあると聞いております。 

 では、次に、この申請に対する審査の概要について御説明申し上げます。１枚おめく

りいただきまして、３ページを御覧ください。 

 電話のユニバーサルサービスの交付金の算定方法を定めております現在の省令の第３

４条というところに、支援機関が総務大臣の認可を受ける支援業務規程に定めるべき記

載事項というものが列挙されております。今般の支援業務規程の変更は、いずれもこれ

らの記載事項として適当なものであると認められることから、申請のとおり認可するこ

とが適当と認められるとさせていただいております。 

 具体的には、今般の変更は、審査事項で申し上げますと、この表の中のまず３、４、

５、次のページの７、９、１０に関するものとなります。例えばブロードバンドのユニ

バーサルサービスに関する事務を行う室の設置、こちらについては、１ページお戻りい

ただいて、この３の支援業務の実施の方法に関する事項として、また、電話のユニバー

サルサービスに関する事務とブロードバンドのユニバーサルサービスに関する事務の区

分経理、こちらにつきましては、次のページにあります１０のその他の支援業務の実施

に関し必要な事項として適当なものであると認められると考えております。 

 事務局からの説明は以上になります。御審議のほど、どうぞよろしくお願い申し上げ
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ます。 

○山下部会長  ありがとうございました。 

 それでは、ただいまの説明につきまして御意見、御質問がございましたら、チャット

機能にてお申し出ください。いかがでしょうか。 

 それでは、森委員、お願いいたします。 

○森委員  ありがとうございます。大変細かいことで、また事前に伺っておけばよかっ

たようなことなんですけれども、今回の変更、支援業務の追加ということは、これは当

然に当初から想定されていたものなんでしょうか。それとも、事情の変更によるものな

んでしょうか。想定されていたものなのではないかと考えますが、教えていただければ

と思います。よろしくお願いします。 

○山下部会長  では、お願いします。 

○望月基盤整備促進課課長補佐  事務局でございます。そういう意味では、法改正がさ

れた時点で、内容の詳細はともかく、変更しなければならないということは予想されて

いたものだと理解をしております。 

○森委員  ありがとうございました。 

○山下部会長  よろしゅうございますか。 

 それでは、ほかに御意見等ございませんようでしたら、諮問第３１９４号につきまし

ては、諮問のとおり認可することが適当である旨答申したいと思いますが、いかがで

しょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

○山下部会長  ありがとうございます。それでは、そのようにいたします。 

 

ウ 事業用電気通信設備規則及び端末設備等規則等の一部改正について【諮問第３

１９５号】 

 

○山下部会長  続いて、諮問第３１９５号、事業用電気通信設備規則及び端末設備等規

則等の一部改正について、総務省から説明をお願いいたします。 

○吉田電気通信技術システム課課長補佐  ありがとうございます。総務省電気通信技術

システム課課長補佐の吉田と申します。よろしくお願いいたします。 

 それでは、資料１５２－５を用いまして、本件の概要を御説明させていただきたいと
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存じます。本件は、事業用電気通信設備規則及び端末設備等規則等の改正について、諮

問第３１９５号でございます。 

 １ページ飛んでいただきまして、こちらが概要の表紙となります。サブタイトルがご

ざいますが、非常時における携帯電話サービスの事業者間ローミング等に関する電気通

信設備に係る技術的条件に関する内容となります。 

 １ページを御覧ください。こちらは改正の背景となっております。上の枠でございま

すが、自然災害や通信障害等の非常時におきましても、携帯電話利用者が臨時に他の事

業者のネットワークを利用できる非常時事業者間ローミングの実現に向けまして、令和

４年９月から非常時における事業者間ローミング等に関する検討会を開催してきたとこ

ろでございます。 

 そして、昨年の８月に、検討結果に基づく技術基準の整備など、政策決定に係る議論

が深まるということで、検討の場を情報通信審議会に移行しまして、昨年１２月に端末

設備の技術基準等を一部答申いただきました。この内容を本日、諮問させていただく形

になります。 

 引き続きまして、令和７年度末頃の導入を目指しまして、技術的な検討・検証等を推

進しているところでございます。 

 左下がそのイメージとなっておりまして、左側の赤字の被災事業者において、携帯電

話基地局等の損傷・故障が生じた場合、被災事業者の利用者を、右側、青字の救済事業

者の非常時ローミングによって救済するという内容となっております。右下の枠内にあ

りますとおり、緊急通報に占める携帯電話からの通報割合は、一番下の四角ですが、全

体で約６６％と高い割合となっておりまして、さらに増加傾向となっていることも踏ま

えまして、この実現が期待されているところでございます。 

 ２ページを御覧ください。これまでの検討状況でございます。上の枠ですが、検討を

スタートしてから、令和４年１１月に第１次報告書、令和５年６月に第２次報告書、そ

して、昨年５月に第３次報告書を公表してまいりました。非常時ローミングには、中ほ

どにポツが２つありますが、フルローミング方式と緊急通報のみ方式の２つの方式がご

ざいまして、フルローミング方式は、自然災害などで携帯電話基地局が使用できない場

合を想定するもの、また緊急通報のみ方式は、大規模な通信障害などコアネットワーク

の機能に障害が生じた場合を想定するものとなっております。各方式については、後ほ

ど御説明させていただければと考えております。 
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 その下に参考として記載させていただいている内容は、昨年１月の能登半島地震にお

きまして、この非常時ローミングが仮に発動されていたと仮定した場合に、下の地図に

あるような救済効果が見込まれたということを示しております。このように非常時ロー

ミングの重要性が示されたことも踏まえまして、関係者において、令和７年度末頃の導

入に向けて精力的に検討してきたところでございます。 

 ３ページを御覧ください。こちらは、昨年１２月にいただきました情通審一部答申の

概要でございます。左下の枠が一部答申の構成となっておりまして、ローマ数字のⅣ、

検討結果の第２章が本体になります。２.１のシリーズが端末設備に関する内容でござ

いまして、また、２.２がネットワーク設備に関する内容となっております。 

 その右側が、端末設備に関する追加機能要件の概要となっております。記載にあると

おり、①の非常時事業者間ローミングの機能として欠かせないものであること、また、

②の救済網へ過大な負荷を与えるものでないこと、この２つの観点から検討しまして、

下の表の＃１から＃９までの９つの追加機能要件を特定いただいたところでございま

す。 

 ４ページを御覧ください。こちらはフルローミング方式の説明でございます。自然災

害などで携帯電話基地局などが使用できなくなったけれども、コアネットワークは機能

しているという場合に発動します。左枠のとおり、一般の通話、ＳＭＳ、データ通信が

可能となっておりますが、ただし、データ通信については、先ほどの②の観点、救済網

へ過大な負荷を与えるものでないことという観点から、伝送速度を制限することなどが

検討されているところでございます。また、右枠のとおり緊急通報が可能でありまし

て、また、緊急通報受理機関からの呼び返しも可能な方式となっております。 

 ５ページ目を御覧ください。こちらが緊急通報のみ方式の御説明でございます。左側

が認証あり、右側が認証なしとなります。いずれもコアネットワークが機能しない場合

となりますが、左枠ではＨＳＳ、コアネットワークの左下になりますが、こちらが機能

しており、真ん中の赤枠の緊急通報受理機関の右側に記載のとおり、電話番号を通知す

ることが可能となっております。一方、右側はＨＳＳもバツがついております。機能し

ないということで、認証ができないので電話番号が通知できず、その代わりにＩＭＳＩ

番号という加入者識別番号を通知する形になっております。 

 ６ページを御覧ください。こちらが改正案の概要でございます。上側の１が端末設

備、下にある２がネットワーク設備に関する内容となります。１の②から⑤は告示であ
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りまして、今回の諮問対象外となっているところでございます。 

 順番に、１は、端末設備が具備すべき機能に係る規定の整備でございます。①から⑤

までございまして、①が端末設備等規則、省令でございますが、こちらの改正で具備す

べき機能を大くくりで規定するものでございます。②の新設告示で、①の省令で大くく

りで規定された機能に関しまして、その詳細を規定するもの、また、③の告示改正で、

①及び②で規定された機能の具備を求めない場合について規定するもの、また、④の告

示改正で、ＬＴＥを用いるデータ通信端末が具備すべき機能を規定するもの、また、⑤

の告示改正で、端末機器の試験方法を規定しております。 

 ２は、ネットワーク設備についてでございまして、事業用電気通信設備規則――こち

らも省令になりますが――を改正しまして、技術的にやむを得ない制約による挙動を許

容するという内容となっております。 

 一番下、施行予定としましては、本年１０月１日を希望しておりまして、また、一部

規定については、施行から２年の経過措置を規定するものとなっております。 

 次のページから、それぞれについてより詳しく御説明いたします。 

 ７ページを御覧ください。こちらは、端末設備等規則の改正でございます。本規則に

第３２条の２４の２を新設しまして、端末設備に求める機能を規定しております。新設

する条文は下の枠のとおりとなっておりまして、第１号から第５号を設けまして、枠の

右側に矢印がございますけれども、＃１から＃９までの各機能、９つの機能を大くくり

で規定しているものとなっております。 

 続きまして、８ページを御覧ください。こちらが、端末設備に関する省令と告示の全

体像を示しております。端末設備については、①から④までの省令と告示を改正・制定

することによりまして、各端末が具備すべき機能、経過措置、適用除外について規定し

ております。スマートフォン等のＶｏＬＴＥ端末においては、音声・データともに令和

７年１０月から適用ということで、下の表の左の列に「下記以外」とありますけれど

も、こちらの真ん中の灰色の列がＶｏＬＴＥでございまして、こちらは１０月１日から

適用となっております。 

 その右側の紫の列がデータ端末となりますが、ＶｏＬＴＥと一体の端末、つまりスマ

ホ等ということになりますが、こちらについても１０月１日からの適用となっておりま

す。また同様に、国際ローミング機能を有するようなモバイルルーターにつきまして

も、１０月１日から適用となっております。 
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 その右側に黄色い枠で経過措置とございますけれども、それ以外のＩｏＴ端末等につ

いては、情通審のパブコメにおきまして、１年程度の猶予が望ましいというような御意

見があったことなどを踏まえまして、２年間の経過措置を設けているところでございま

す。 

 一番左の列に戻りまして、「下記以外」の下に４つの類型がございますが、これらに

ついても経過措置、または適用除外となっております。１つ目の「特に認められた端

末」でございますが、こちらは、例えば議論がありましたウォッチ型端末などを想定し

ておりまして、総務大臣が特に認める場合は、２年間適用しないこととなっておりま

す。 

 ２つ目の「特定事業者の特定周波数のみで動作する端末」につきましては、非常時

ローミングしようにもローミング先の周波数がないということで、そういった場合は適

用除外としております。 

 ３つ目の「ＬＴＥを使用しない端末」につきましては、今回の非常時ローミングの対

象はＬＴＥのみを対象としておりますところ、真ん中の灰色の列が５Ｇを含むものと

なっておりますので、それを適用除外とするものとなっております。 

 ４つ目の「発信機能を有さない端末」につきましては、着信のみであっても非常時

ローミングの対象とはなりますけれども、※６に記載させていただいておりますとお

り、発信に係る一部の機能については適用除外とするものとなっております。 

 続きまして、９ページを御覧ください。こちらがネットワーク設備のほうですが、事

業用電気通信設備規則の省令の改正でございます。本規則の第３５条の２０を改正しま

して、電気通信番号や位置情報、呼び返しなどにつきまして、技術的にやむを得ない制

約による挙動を許容するための改正となってございます。 

 次の１０ページとその次の１１ページは関係条文ですので、こちらの御説明は省略さ

せていただければと存じます。 

 最後でございますが、こちら、１２ページを御覧いただければと存じます。今後のス

ケジュール案でございます。本日、省令案を諮問させていただきまして、御了解が得ら

れましたら、関係告示と併せまして、総務省にて明日から意見募集を実施させていただ

きまして、本年３月以降に答申をいただければ大変ありがたいと考えております。答申

をいただけましたら、速やかに公布してまいりたいと考えております。 

 次のページからは、情通審一部答申の概要抜粋でございますので、御説明は省略させ
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ていただきたいと存じます。 

 総務省からの御説明は以上でございます。御審議のほどよろしくお願いいたします。 

○山下部会長  ありがとうございました。 

 ただいまの御説明につきまして、御意見、御質問などございましたら、チャット機能

にてお申し出ください。いかがでしょうか。 

 藤井委員、お願いいたします。 

○藤井委員  藤井でございます。本件は、情通審の審議から関わらせていただいて、い

ろんな意見をいただきながらつくっていったところが、今回法制化されるものと考えて

います。 

 それで、今回、法制化されて実際の実施に動くところかと思いますが、ここの８ペー

ジの表のところにもありましたが、端末の除外があったり、古い端末は対応できないと

か、いろいろなパターンが今回生じるものと思います。このあたりをしっかりユーザー

の方に伝えていただかないと、何かあったときに、当該端末が別のオペレーターで使え

るのかどうかがわからず、混乱してしまうようなことがないようにするためには、どの

端末がどう対応しているかというところの通知が重要だと思います。その周知について

は、事業者の皆さんとも協力しながら、しっかり努めていただければと思っているとこ

ろでございます。 

 私のコメントは以上でございます。 

○山下部会長  ありがとうございます。 

 ほかの委員さんからも質問の御希望をいただいていますので、順番にまずお話を伺い

たいと思います。 

 それでは、次は大谷部会長代理、お願いいたします。 

○大谷部会長代理  御説明、どうもありがとうございました。これが実現するというこ

とは、大きな一歩ではないかと考えております。 

 教えていただきたいことが２点ございまして、１つは、やはりこれだけのローミング

を実施するということになりますと、いざというときにそれが十分にワークするのかと

いったことについては、様々なテストであるとか、複数の事業者を巻き込んだ実証実験

的なものを実施したり、あるいは、利用者に対してその利用状況について認識していた

だく、先ほども御意見が出ていた、自分の端末が使えるのかどうかといったことの確認

なども含めたテストが必要になってくると思っております。それについての今後の計画
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などについてお聞かせいただきたいというのが１点でございます。 

 それから、もう１点としまして、ＬＴＥで多くの場所がカバーされていると思います

けれども、５Ｇ以降の利用をしたいといったときに、何がその阻害事由になるのか、つ

まり制度的な阻害事由ではなくて、あくまでも技術的、あるいは端末側というよりは、

事業者側での対応の重さなどが阻害要因だと思いますけれども、どういった順番でこの

問題に対応していくことが望まれるのかといったことについて、事務局のお考えを聞か

せていただければと思います。よろしくお願いいたします。 

○山下部会長  ありがとうございます。 

 それでは、次に、森委員からお願いいたします。 

○森委員  ありがとうございます。私は感想めいたことでありますけれども、大谷さん

からもありましたが、これはやはり非常に大きな制度改正ですし、非常にインパクトも

あります。事業者さんにもインパクトがありますが、何よりユーザーに対して大きな利

便性を提供するものだと思います。何か技術の革新、イノベーションがユーザーに非常

にいい利便性を与える大きな一つの見本みたいなものだと思いますし、これだけの大変

なことであるにもかかわらず、先ほど、どこかに過去の検討スケジュールをお示しいた

だきましたけれども、第１次報告書、第２次報告書、非常に期間が短い中でいろいろ取

りまとめもされて、今回、法制度改正してローンチするということだと思いますので、

そういう意味では、やったほうがいいことはすぐやるということで、本当に迅速に検討

していただいて、それを導入することができたということですので、それによってユー

ザーの受ける利便性というのは非常に高くなると思いますので、そういう意味では、藤

井先生をはじめとして、今回の検討をしていただいた先生方と、それと、もちろん総務

省でかなりハードワークだったと思いますけれども、お進めいただいたのはすばらしい

ことだったと思います。 

 以上です。 

○山下部会長  ありがとうございます。 

 では、三友委員、お願いいたします。 

○三友委員  よろしいでしょうか。三友でございます。先ほど藤井委員から広報の必要

性というのが指摘されたところですけれども、私も、この制度そのものについてはとて

もすばらしいと思うんですけれども、フルローミング方式と、それから、緊急通報のみ

の方式という２つの方式があるということで、実際に災害が起こったときにどっちにな
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るかというのは、災害の状況といいますか、障害の状況によって変わるということだと

思います。発災時に、利用者に、あるいは、消防あるいは警察等においても混乱が生じ

ないように、事前の理解を深めていただくよう、周知・広報には、ぜひこういった点も

含めてお願いできればと思います。 

 私からの意見は以上でございます。 

○山下部会長  ありがとうございます。 

 それでは、総務省のほうからお答えを４方についてお願いしたいと思います。 

○柴田電気通信技術システム課企画官  総務省の電気通信技術システム課の柴田でござ

います。御質問をいただき、ありがとうございます。 

 まず、藤井先生、大谷先生、三友先生にいただきました周知・広報の観点でございま

すけれども、今般、端末設備の技術基準などを先行的に情報通信審議会で議論させてい

ただきまして、このように制度整備を行い、端末の製造を進めていただきたいという形

で行ってまいりましたけれども、今後は、令和７年度末頃のローミングの導入に向け

て、利用者に向けての周知・広報をどのようにしていくかということが大事となってく

ると考えております。 

 その際、どの端末でローミングができるのかといったことについては、携帯電話事業

者などにも御協力いただいて、周知いただくことも大事だと思いますし、ローミングの

ときの動作についても周知していくことが大切だと考えております。 

 三友先生にご指摘いただいたフルローミング方式、緊急通報のみ方式だとどうなるの

かといったところでございますけれども、フルローミング方式のときは、対応機種を持

つ利用者であれば、契約している携帯電話事業者に対して圏外となっているときに、自

動的に救済事業者のほうに切り替えられて、携帯電話の映像面のアンテナピクトのとこ

ろにＪＰＮ－ＲＯＡＭ何々といったいずれかの表示がなされることで認識することがで

きるということ、緊急通報のみ方式でございましたら、利用するために設定変更、すな

わち接続するネットワークの手動切替えが必要となるということを想定しているもので

ございます。 

 今のような説明を丁寧にしていくことによって、利用者の皆様がどの方式が発動され

ているかが確認できるようにしていかなければならないということで、サービス開始に

向けて混乱が生じないよう、丁寧な説明、周知・広報が重要であり、その方法と内容に

ついて引き続き検討を進めていきたいというものでございます。 
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 続きまして、このローミングの実施につきましては、今申し上げた周知・広報の検討

だけではなく、実用化試験も進めていく予定でございまして、本年度の事業においては

相互接続性の試験として、ラボ内のテストなどを進めているところでございますけれど

も、さらに来年度におきましては実用化試験として、平時にローミングの電波を発射す

るといった試験も検討しているところでございますので、それによって、利用者も含め

てローミングのときの動作を認識していただくとともに、正しくワークするのかといっ

たことを検証してまいります。また、その運用手順についても検討して、実際に適切で

あるかを試していくということを進めていきたいと考えております。 

 また、大谷先生からもう一つご質問をいただいておりました、ＬＴＥで実施するけれ

ども５Ｇ以降ではどうなるのかという点でございますけれども、今般、令和７年度末頃

の導入を目指して行っていくに当たって、現在音声通信で使われている４Ｇ、ＬＴＥに

絞って、まず電気通信事業者間の相互の接続性など、あるいは端末との接続といったこ

とに取り組んでいるところでございまして、今後は、５Ｇ以降ということに関しまして

は、音声サービスがどの形で行われていくかということも踏まえて、検討を進めていく

必要があると考えております。 

 また、森先生からいただきましたように、このサービスはユーザーに利便性を提供す

るものであり、緊急通報が非常時でもなるべくつながるようにということで取り組んで

まいりましたものでございます。電気通信事業者などの協力を得まして、今後も技術基

準のほか周知・広報、実用化試験などを進めて導入までたどり着きたいというふうに、

総務省としては考えているものでございます。 

 以上でございます。 

○山下部会長  ありがとうございました。それでは、藤井先生、こちらのお答えでよろ

しゅうございますか。 

○藤井委員  はい、大丈夫です。ありがとうございます。 

○山下部会長  ありがとうございます。 

 では、大谷先生、いかがでしょうか。 

○大谷部会長代理  ありがとうございました。 

○山下部会長  分かりました。 

 では、森先生、いかがでしょうか。 

○森委員  結構です。ありがとうございました。 
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○山下部会長  分かりました。 

 三友先生、いかがでしょうか。 

○三友委員  結構です。ありがとうございます。 

○山下部会長  ありがとうございます。 

 では、追加の御質問、御意見などはございませんようですので、本件につきましては、

総務省において諮問された内容を報道発表するほか、インターネット等に掲載するなど

して公告し、広く意見の募集を行うことといたします。意見募集の期間ですが、１月３

０日木曜日から２月２８日金曜日までとしたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

○山下部会長  ありがとうございます。それでは、その旨決定することといたします。 

 

○山下部会長  以上で、本日の審議は終了しました。 

 委員の皆様から、何か追加でございますでしょうか。 

 それでは、事務局から何かありますか。 

○坂平情報流通行政局総務課課長補佐  事務局でございます。 

 次回の電気通信事業部会につきましては、また別途御連絡を差し上げますので、皆様

方よろしくお願いいたします。 

 なお、本日は最終的に８名の委員の出席の下で審議を行いましたので、その旨も申し

添えます。 

 事務局からは以上です。 

○山下部会長  ありがとうございます。 

 それでは、以上で本日の会議を終了いたします。どうもありがとうございました。 

 

閉  会 
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